
 

令和３年４月採用 

 宇佐市職員採用試験案内（夏試験）  

 

第一次試験は「公務員試験対策不要の試験」です！ 

 

【第一次試験日】 総合適性検査(基礎能力検査・適性検査)  令和２年８月２日（日） 

【受 付 期 間            】  令和２年６月１９日（金）から令和２年７月２７日（月）まで 

 

[１] 試験区分別の採用予定者数及び受験資格 

試 験 区 分 

（ 職 種 ） 
職務内容 

採用 

予定者数 
受  験  資  格 

一般事務 

（保健師） 

保 健 師 

業   務 

一般行政事務 

若干名 昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、保健師の免許を有する人 

一般事務 

（土木技術者） 

土 木 技 術 者

業 務 

一般行政事務 

若干名 

 

昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、１級土木施工管理技士の

資格を有する人 

一般事務 

（建築技術者） 

建 築 技 術 者

業 務 

一般行政事務 

若干名 

次のいずれかに該当する人 

昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、建築士（２級以上）の免

許を有する人又は、 

昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、１級建築施工管理技士の

資格を有する人 

 

(注)①次のいずれかに該当する人（地方公務員法第１６条該当者）は受験できません。 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人  

イ 宇佐市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人  

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

②各試験区分とも性別は問いません。また日本国籍の有無は問いませんが、日本国籍を有しない人は永住者

又は特別永住者に限ります。 

＊なお、日本国籍を有しない人については、「公権力の行使」を伴う職務及び「公の意思形成への参画」

をする職務には就くことができません。したがって、採用後に職員の配置、異動又は昇任等については

一部制限があります。 

  ③全職種共通で、採用後は原則宇佐市内に居住すること。 

    ④申込みできる試験区分（職種）は、いずれか一つに限ります。 

なお、採用後、他の職種に異動となる場合があります。 

  ⑤障がいのある人で、試験において特別な配慮を必要とする場合は、あらかじめ宇佐市役所総務課職員係ま

でご連絡ください。 

＊今回の試験は、既に免許等を有する人のみを対象としております。取得見込みの人、その他の職種を受験する人

を対象とした職員採用試験は今秋に別途実施予定です。 

 



 [２] 試験の日時及び場所 

試  験 職     種 試験日程 

第 一 次 試 験 

一般事務 

（保健師） 

（土木技術者） 

（建築技術者） 

 令和２年８月２日（日） 

  受  付  ８：５０～９：３０ 

  試験開始 １０：００ 

 場所 宇佐市役所 

第 二 次 試 験 同上 第一次試験合格発表の際、本人に通知します。 

第 三 次 試 験 同上 第二次試験合格発表の際、本人に通知します。 

＊市が指定する試験日程について受験者の事情により変更することはできません。 

＊台風等の自然災害や、新型コロナウイルス等の影響により、試験日時を変更する場合があります。試験日程の変

更等については、宇佐市のホームページを通じてお知らせします。 

 

 

[３] 試験の内容（全職種共通） 

試  験 種  別 試  験  の  内  容 

第 一 次 試 験 
基 礎 能 力 検 査 宇佐市職員として必要な一般知識及び知能を計る能力検査 

適  性  検  査 職場への適応性を性格的な面からみる検査 

第 二 次 試 験 
作 文 試 験 職務の遂行に必要な論理性、表現力などについての筆記試験  

口 述 試 験 主として人物についての面接試験 

第 三 次 試 験 

口 述 試 験 主として人物についての面接試験 

受 験 資 格 等 

の 審 査 
受験資格の有無、受験申込書記載事項の真否などについての審査 

＊第二次試験、第三次試験はすべて宇佐市役所での受験となります。 

 

 

[４] 試験結果の発表 

対  象  者 発 表 時 期 発  表  の  方  法 

第一次試験合格者 令和２年８月中旬予定 
宇佐市役所市民ホール・宇佐市ホームページに掲示するほ

か、合格者のみ文書で通知します。 
第二次試験合格者 未  定 

第三次試験合格者 未  定 

＊第二次試験、第三次試験の合格発表日は、各試験実施の際にお伝えします。 

 

 

[５] 試験結果の開示 

開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 

第一次試験不合格者 第一次試験の総得点及び順位 第一次試験合格者発表の翌日から1ヶ月間 

第二次試験不合格者 第二次試験の総得点及び順位 第二次試験合格者発表の翌日から1ヶ月間 

第三次試験不合格者 第三次試験の総得点及び順位 第三次試験合格者発表の翌日から1ヶ月間 

＊試験の結果については受験者本人に限り、以下のとおり口頭で開示請求をすることができます。受験者本人が、 

本人であることを証明する書類（運転免許証、学生証、パスポート等）をお持ちのうえ、午前８時３０分から午

後５時までの間に宇佐市役所総務課職員係へ直接おいでください（電話での開示請求はできません）。 

 

  



 

[６] 採用及び給与 

（１）合格から採用まで 

   最終合格者は、宇佐市職員採用候補者名簿に登載され、令和３年４月１日の採用予定です。 

   ＊ただし、最終合格者、事務局双方の合意があった場合に限り令和３年４月１日以前で採用する場合があり

ます。 

（２）給与 

①給料 令和２年４月１日現在の初任給は以下のとおりです。 

最終学歴（採用時年齢） 高校卒（１８歳） 短大卒（２０歳） 大学卒（２２歳） 

初任給 １５４，９００円 １６８，９００円 １８８，７００円 

最終学歴となる学校を卒業後、職歴等の前歴を有する人については、前歴の内容に応じて、初任給に加算が

あります。 

＝前歴を有する場合の初任給の例＝ 

最終学歴となる学校を卒業後、５年間の前歴を有する人の場合 

最終学歴（採用時年齢） 高校卒（２３歳） 短大卒（２５歳） 大学卒（２７歳） 

（加算後の） 

初任給 

１８２，２００円～ 

１８８，７００円 

１９８，４００円～ 

２０３，７００円 

２１６，２００円～ 

２２３，２００円 

（現在、給料の１．５～６％減額措置を実施しており、表示している金額は全て減額前の金額です） 

②諸手当 条件に応じて、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

 

 

[７] 受験手続 

（１）申込書の請求、試験申込及び配布場所 

  ＜申込書の請求、試験申込先＞     

     〒８７９－０４９２ 

    宇佐市大字上田１０３０番地の１ 宇佐市役所 総務課 職員係  

      電話０９７８－２７－８１０２（内線３４４１，３４４２，３４４３） 

   ＊郵送による申込書の請求は、封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書し、あて先を明記した角型２号の 

返信用封筒に１２０円切手を貼り必ず同封して請求してください。 

  ＜申込書の配布場所＞ 

・宇佐市役所総務課職員係・四日市出張所、長洲出張所 

・安心院支所地域振興課地域振興係、院内支所地域振興課地域振興係  

（２）試験申込及び受験票交付 

①試験申込書に必要事項を記入のうえ署名押印し、受験者の写真を貼付のうえ宇佐市役所総務課職員係に申

込んでください。 

なお、郵送で申込む場合は、申込書を折り曲げないように封筒に入れて、８４円切手を必ず同封して申込

んでください。 

②受験資格に記載している免許等の写しの添付が必要となります。必ず提出してください。 

③申込書を審査・受理したときは、申込者に受験票を交付します。 

      （受験番号は試験当日指定します。） 

申込書をお持ちの場合はその場で受験票を交付します。また、郵送で申込みの場合は２～３日で郵送します

が、申込み後数日過ぎても届かない場合はその旨連絡し指示を受けてください。（試験後はいかなる異議も

受け付けません。） 

④受験票は必ず写真を貼付し試験当日受付に出してください。（写真がない場合は受験できない場合がありま

す。） 



＊申込書等は宇佐市ホームページからもダウンロードできます。 

 （１）必ずＡ４サイズ縦でプリントアウトして利用ください。 

 （２）文字化けした申込書や、サイズの異なる申込書は受理できません。その様な場合は郵送による請求等で 

申込書を入手してください。 

 

 

[８] その他 

 

（１）受験資格を満たしていない場合、申込内容に不備がある場合は受付できません。 

（２）受験に際して宇佐市が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的では一切使用

しません。ただし、採用者の個人情報については、人事情報として使用します。 

（３）受験資格がないこと又は、受験申込書等の記載事項が正しくないことが明らかになった場合は、合格

を取り消すことがあります。 

（４）この試験に関して提出された書類は返却いたしません。ご了承ください。 

 

 

 
 

試験に関するお問い合わせ先 

    〒８７９－０４９２ 

    宇佐市大字上田１０３０番地の１ 宇佐市役所総務部総務課職員係 

    電話 ０９７８－２７－８１０２（内線3441・3442・3443） 


